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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおいて無線端末装置を動作さ
せる方法であって、
　複数のグループのセットから１つのグループのセットを選択して、１つのｎビットのア
ップリンクレポートを用意し、第１の数のｎビットのアップリンクレポートの値は前記複
数のグループのセットのうちの第１のグループのセットに対応し、第２の数のｎビットの
アップリンクレポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第２のグループのセッ
トに対応しており、かつ
　前記ｎビットのアップリンクレポートを生成し、前記生成することは、前記選択された
グループのセットの中の１つの又は複数のキューに対応するバックログ情報を、前記選択
されたグループのセットに対応するｎビットの値の１つにマップして、前記ｎビットのア
ップリンクレポートに含められるべきｎビットの情報ビットパターンを獲得することを含
み、前記生成されるｎビットのアップリンクレポートの中のマップされた値の一部の値は
、少なくとも２つのキューのトラヒックのバックログを示す
　ことを備える方法
【請求項２】
　前記複数のグループのセットの中のそれぞれのグループのセットは、伝送されるべきデ
ータを格納するのに使用されることが可能な通信キューの１つまたはセットに対応する請
求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　優先度が、グループのセットに関連付けられ、前記選択は、前記優先度に応じて実行さ
れる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記優先度は、あらかじめ決められている請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記グループのセットを選択することは、０でない１つのバックログを有するグループ
のセットの中で最高の優先レベルを有するグループのセットを選択することを含む請求項
３に記載の方法。
【請求項６】
　前記選択されたグループのセットは、少なくとも２つの伝送キューに対応する請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおいて使用するための無線端
末装置であって、
　複数のグループのセットから１つのグループのセットを選択して、１つのｎビットのア
ップリンクレポートを用意するための選択モジュールであって、第１の数のｎビットのア
ップリンクレポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第１のグループのセット
に対応し、第２の数のｎビットのアップリンクレポートの値は前記複数のグループのセッ
トのうちの第２のグループのセットに対応している、選択モジュールと、
　前記ｎビットのアップリンクレポートを生成するためのレポート生成モジュールであっ
て、前記生成することは、前記選択されたグループのセットの中の１つの又は複数のキュ
ーに対応するバックログ情報を、前記選択されたグループのセットに対応するｎビットの
値の１つにマップして、前記ｎビットのアップリンクレポートに含められるべきｎビット
の情報ビットパターンを獲得することを含み、前記生成されるｎビットのアップリンクレ
ポートの中のマップされた値の一部の値は、少なくとも２つのキューのトラヒックのバッ
クログを示す、レポート生成モジュールと
　を備える無線端末装置。
【請求項８】
　伝送されるべきデータを格納するための複数の通信キューをさらに備え、前記複数のグ
ループのセットの中のそれぞれのグループのセットは、前記通信キューの１つまたはセッ
トに対応する請求項７に記載の無線端末装置。
【請求項９】
　格納された優先度情報を含むメモリをさらに備え、前記格納された優先度情報は、優先
度をグループのセットに関連付け、前記選択は、前記格納された優先度情報に応じて実行
される請求項７に記載の無線端末装置。
【請求項１０】
　前記優先度は、あらかじめ決められている請求項９に記載の無線端末装置。
【請求項１１】
　前記選択モジュールは、０でない１つのバックログを有するグループのセットの中で最
高の優先レベルを有するグループのセットを選択する請求項９に記載の無線端末装置。
【請求項１２】
　前記選択されたグループのセットは、少なくとも２つの伝送キューに対応する請求項７
に記載の無線端末装置。
【請求項１３】
　前記複数のグループのセットのうちの少なくともいくつかのグループのセットは、異な
る数のキューに対応し、前記複数のグループのセットのうちの第１のグループのセットは
、単一のキューに対応し、前記複数のグループのセットのうちの第２のグループのセット
は、複数のキューに対応する請求項７に記載の無線端末装置。
【請求項１４】
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　伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおいて使用するための無線端
末装置であって、
　複数のグループのセットから１つのグループのセットを選択して、１つのｎビットのア
ップリンクレポートを用意するための手段あって、第１の数のｎビットのアップリンクレ
ポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第１のグループのセットに対応し、第
２の数のｎビットのアップリンクレポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第
２のグループのセットに対応している、手段と、
　前記ｎビットのアップリンクレポートを生成するための手段であって、前記生成するこ
とは、前記選択されたグループのセットの中の１つの又は複数のキューに対応するバック
ログ情報を、前記選択されたグループのセットに対応するｎビットの値の１つにマップし
て、前記ｎビットのアップリンクレポートに含められるべきｎビットの情報ビットパター
ンを獲得することを含み、前記生成されるｎビットのアップリンクレポートの中のマップ
された値の一部の値は、少なくとも２つのキューのトラヒックのバックログを示す、手段
と
　を備える無線端末装置。
【請求項１５】
　伝送されるべきデータを格納するための複数の通信キューを格納するための手段をさら
に備え、前記複数のグループのセットの中のそれぞれのグループのセットは、前記通信キ
ューの１つまたはセットに対応する請求項１４に記載の無線端末装置。
【請求項１６】
　優先度情報を格納するための手段をさらに備え、前記優先度情報は、優先度をグループ
のセットに関連付け、前記選択は、前記優先度情報に応じて実行される請求項１４に記載
の無線端末装置。
【請求項１７】
　前記優先度は、あらかじめ決められている請求項１６に記載の無線端末装置。
【請求項１８】
　前記選択する手段は、０でない１つのバックログを有するグループのセットの中で最高
の優先レベルを有するグループのセットを選択する手段を含む請求項１６に記載の無線端
末装置。
【請求項１９】
　無線通信システムにおいて伝送バックログ情報を通信するよう無線端末装置を動作させ
るためのプログラムを記録した記録媒体であって、
　複数のグループのセットから１つのグループのセットを選択して、１つのｎビットのア
ップリンクレポートを用意する手順であって、第１の数のｎビットのアップリンクレポー
トの値は前記複数のグループのセットのうちの第１のグループのセットに対応し、第２の
数のｎビットのアップリンクレポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第２の
グループのセットに対応している、手順と、
　前記ｎビットのアップリンクレポートを生成する手順であって、前記生成することは、
前記選択されたグループのセットの中の１つの又は複数のキューに対応するバックログ情
報を、前記選択されたグループのセットに対応するｎビットの値の１つにマップして、前
記ｎビットのアップリンクレポートに含められるべきｎビットの情報ビットパターンを獲
得することを含み、前記生成されるｎビットのアップリンクレポートの中のマップされた
値の一部の値は、少なくとも２つのキューのトラヒックのバックログを示す、手順と
　をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。
【請求項２０】
　前記複数のグループのセットの中のそれぞれのグループのセットは、伝送されるべきデ
ータを格納するのに使用されることが可能な通信キューの１つまたはセットに対応する請
求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２１】
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　優先度が、グループのセットに関連付けられ、前記選択は、前記優先度に応じて実行さ
れる請求項１９に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２２】
　前記優先度は、あらかじめ決められている請求項２１に記載のコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【請求項２３】
　前記グループのセットを選択することは、０でない１つのバックログを有するグループ
のセットの中で最高の優先レベルを有するグループのセットを選択することを含む請求項
２１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２４】
　無線通信システムにおいて使用するためのデバイスであって、
　複数のグループのセットから１つのグループのセットを選択して、１つのｎビットのア
ップリンクレポートを用意するための手段あって、第１の数のｎビットのアップリンクレ
ポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第１のグループのセットに対応し、第
２の数のｎビットのアップリンクレポートの値は前記複数のグループのセットのうちの第
２のグループのセットに対応している、手段と、
　前記ｎビットのアップリンクレポートを生成するための手段あって、前記生成すること
は、前記選択されたグループのセットの中の１つの又は複数のキューに対応するバックロ
グ情報を、前記選択されたグループのセットに対応するｎビットの値の１つにマップして
、前記ｎビットのアップリンクレポートに含められるべきｎビットの情報ビットパターン
を獲得することを含み、前記生成されるｎビットのアップリンクレポートの中のマップさ
れた値の一部の値は、少なくとも２つのキューのトラヒックのバックログを示す、手段と
　を含むプロセッサを備えるデバイス。
【請求項２５】
　伝送されるべきデータを格納するための複数の通信キューを格納するための手段をさら
に備え、前記複数のグループのセットの中のそれぞれのグループのセットは、伝送される
べきデータを格納するのに使用されることが可能な通信キューの１つまたはセットに対応
する請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　優先度情報を格納するための手段をさらに備え、前記優先度情報は、優先度をグループ
のセットに関連付け、前記選択は、前記優先度情報に応じて実行される請求項２４に記載
のデバイス。
【請求項２７】
　前記優先度は、あらかじめ決められている請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記選択する手段は、０でない１つのバックログを有するグループのセットの中で最高
の優先レベルを有するグループのセットを選択する手段を含む請求項２６に記載のデバイ
ス。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、参照によるそれぞれ本明細書に明確に組み込まれている、「ＣＯＭＭＵＮＩ
ＣＡＴＩＯＮＳ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ」という名称の２００５
年１２月２２日に出願した米国特許仮出願第６０／７５２，９７３号、および「ＭＥＴＨ
ＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＯＦ　ＩＭＰＬＥＭＥＮＴＩＮＧ　ＡＮＤ／ＯＲ
　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＤＥＤＩＣＡＴＥＤ　ＣＯＴＲＯＬ　ＣＨＡＮＮＥＬ」という名称の
２００６年１月１７日に出願した米国特許出願第１１／３３３，７９２号の利益を主張す
るものである。
【技術分野】
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【０００２】
　本発明は、無線通信方法および無線通信装置に関し、より詳細には、報告選択肢、例え
ば、アップリンクトラヒックレポートのための報告選択肢を選択することに関する方法お
よび装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多元接続無線通信システムにおいて、複数の無線端末装置が、通常、限られた無線リン
クリソースを求めて競合している。アップリンクトラヒックシグナリングをサポートする
状態で動作している無線端末装置は、通常、基地局接続ポイントに制御情報を通信する必
要がある。この情報は、基地局接続ポイントが、無線端末装置を特徴付け、アップリンク
伝送リソースなどのリソースを割り当てることを可能にする１つまたは複数の制御情報レ
ポートの形態で通信されることが可能である。
【０００４】
　無線端末装置は、複数の異なるタイプのアプリケーションに対応するアップリンクトラ
ヒックをサポートすることができる。異なる時点で、無線端末装置は、異なるトラヒック
チャネル報告ニーズを有することが可能である。したがって、様々な報告選択肢を可能に
する方法および装置の必要性が、存在する。例えば、固定ビットサイズ要求レポートフォ
ーマットを使用したシステムにおいて、異なるトラヒックグループに対応する報告選択肢
が、レポートのために使用されるビットの数を変更することなしに、サポートされること
が可能であれば、有益である。さらに、報告選択肢をサポートするための方法および装置
が、開発されたものと想定すると、利用可能な報告選択肢の間で選択を行うのに使用され
ることが可能な方法および／または装置も開発され、さらに／またはサポートされること
が可能であれば、やはり、有益である。利用可能である場合、報告選択肢を報告すること
、および／または報告選択肢の間で選択することにおける改良は、効率的な無線リンクリ
ソース割り当てを円滑にし、さらに／または無線端末装置の変化するトラヒックニーズお
よび／またはサービス品質要件を満たすのに役立つことが可能である。
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／７５２，９７３号
【特許文献２】米国特許出願第１１／３３３，７９２号
【発明の概要】
【０００５】
　様々な実施形態が、例えば、固定サイズのレポートに関して、複数の報告選択肢をサポ
ートするための方法および装置を対象とする。一部の特徴は、制御情報要求レポート、例
えば、通信デバイスにおいて伝送されるのを待っているデータの量に関する情報を与える
アップリンクトラヒックレポートに関して、報告選択肢を選択することと関係する。一部
の実施形態では、この選択において使用される優先レベルは、あらかじめ決められている
。一部の実施形態では、この選択において使用される優先レベルは動的に決められる。そ
のようなレポートは、アップリンク伝送リソースを求める要求と見なされ、さらに／また
はそのように解釈されることが可能であり、したがって、ときとして、アップリンク要求
レポートと呼ばれる。
【０００６】
　一部の、ただし、必ずしもすべてではない実施形態において、無線端末装置は、可能な
異なる２Ｎ個のＮビットのビットパターンのそれぞれに対応するマッピング定義を有する
Ｎビットサイズの、例えば、４ビットサイズのアップリンクトラヒックチャネル要求レポ
ートを使用する。少なくとも１つのそのような実施形態において、無線端末装置は、複数
の異なる要求グループを含み、各要求グループは、アップリンクトラヒック、例えば、対
応するアップリンクトラヒックキューの１つまたはセットの中に格納されたトラヒックの
グループに対応する。通信デバイスは、通信されるのを待っている異なる要求グループに
対応する情報を常に把握しており、これらの異なる要求グループに関する統計、例えば、
バックログのフレームのカウントを保持する。一部の例示的な実施形態では、要求レポー
トフォーマットは、異なる要求グループに関連する報告選択肢を提供するように構造化さ
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れ、例えば、報告選択肢Ａは、選択された場合、無線端末装置が、要求グループ１につい
てのバックログ情報を通信することを可能にし、報告選択肢Ｂは、選択された場合、無線
端末装置が、要求グループ２と要求グループ３の両方についてのバックログ情報を通信す
ることを可能にし、報告選択肢Ｃは、選択された場合、無線端末装置が、要求グループ４
についてのバックログ情報を通信することを可能にする。異なる報告選択肢は、可能な２
Ｎ個のＮビットのマッピングの異なるサブセットに対応し、ただし、これらのサブセット
は、重なり合わない。一部の実施形態では、無線端末装置は、これらの異なる要求グルー
プに関連する優先度情報、例えば、所定の優先度情報を使用して、或る報告選択肢を選択
する。一部の実施形態では、これらの異なる要求グループの少なくともいくつかに関連す
る優先度は、無線端末装置によって計算され、時とともに、例えば、キューの中のパケッ
トに関連する伝送期限情報に応じて、変化する。このため、異なる報告選択肢の間で選択
を行うことにより、通信デバイスは、ｎビットのレポートを使用して、異なる１つまたは
複数の要求グループに関するバックログ情報を提供することができる。
【０００７】
　様々な実施形態による、伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおけ
る無線端末装置を動作させる例示的な方法は、複数の報告選択肢の１つを選択することを
備え、前記報告選択肢の少なくともいくつかは、異なる要求グループに対応し、前記異な
る報告選択肢は、ｎビットサイズのアップリンク要求レポートに関するレポートフォーマ
ットの一部であり、前記レポートフォーマットは、ｎが正の整数である、複数の異なるｎ
ビットのマッピングを定義する。例示的な方法は、一部の実施形態では、アップリンク要
求レポートを生成することをさらに含み、前記生成することは、選択された報告選択肢に
従ってバックログ情報をマップして、生成されたアップリンク要求レポートに含められる
べきｎビットの情報ビットパターンを獲得することを含む。次に、生成されたレポートが
、例えば、無線通信リンクを介して、例えば、キューに入れられたデータを伝送するのに
使用されることが可能なアップリンクリソースを割り当てることを担う基地局に伝送され
ることが可能である。
【０００８】
　様々な実施形態による無線通信システムにおいて無線端末装置を動作させる別の例示的
な方法は、キューに入れられたトラヒックを含む複数の異なる要求グループの少なくとも
いくつかに対応する伝送期限情報を特定すること、および伝送期限情報が特定された複数
の異なる要求グループの前記少なくともいくつかのグループのそれぞれに関するスケジュ
ーリング優先度を動的に計算することを備える。この方法は、複数の報告選択肢の１つを
選択することをさらに含むことが可能であるとともに、ときとして、実際に含み、これら
の報告選択肢の前記選択される１つは、最高の優先度を有すると判定された要求グループ
に対応する報告選択肢である。一部の実施形態では、この方法は、最高の優先度を有する
と判定された要求グループに対応するバックログ情報を含むアップリンク要求レポートを
伝送することをさらに含み、ただし、この伝送されるアップリンク要求レポートは、選択
された報告選択肢に従う。
【０００９】
　また、様々な実施形態は、無線端末装置も対象とする。１つの例示的な無線端末装置は
、無線通信システムにおいて使用されるように意図されており、複数のサポートされる報
告選択肢の１つを使用して、伝送バックログ情報を基地局に通信する。例示的な無線端末
装置は、複数の報告選択肢の１つを選択するための選択モジュールを含み、前記報告選択
肢の少なくともいくつかは、異なる要求グループに対応し、前記異なる報告選択肢は、ｎ
ビットサイズのアップリンク要求レポートに関するレポートフォーマットの一部であり、
前記レポートフォーマットは、ｎが正の整数である、複数の異なるｎビットのマッピング
を定義する。また、例示的な無線端末装置は、一部の実施形態では、アップリンク要求レ
ポートを生成するためのレポート生成モジュールも含み、前記生成することは、選択され
た報告選択肢に従ってバックログ情報をマップして、生成されたアップリンク要求レポー
トの中に含められるべきｎビットの情報ビットパターンを獲得することを含み、さらに、
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無線端末装置は、生成されたアップリンク要求レポートを伝送して、伝送バックログ情報
を通信するための送信機も含む。
【００１０】
　別の実施形態では、例示的な無線端末装置は、キューに入れられたトラヒックを含め、
複数の異なる要求グループの少なくともいくつかに対応する伝送期限情報を特定するため
の伝送期限特定モジュールを含む。そのような実施形態では、無線端末装置は、伝送期限
情報が特定される複数の異なる要求グループの少なくともいくつかのグループの各グルー
プに関するスケジューリング優先度を動的に計算するための伝送スケジューリングモジュ
ールも含むことが可能である。また、例示的な無線端末装置は、複数の報告選択肢の１つ
を選択するためのレポート選択モジュールも含むことが可能であるとともに、ときとして
、実際に含み、報告選択肢の前記選択される１つは、最高の優先度を有すると判定された
要求グループに対応する報告選択肢である。生成されたレポートを通信するために、無線
端末装置は、最高の優先度を有すると判定された要求グループに対応するバックログ情報
を含むアップリンク要求レポートを伝送するための送信機も含むことが可能であるととも
に、ときとして、実際に含み、前記伝送されるアップリンク要求レポートは、選択された
報告選択肢に従う。
【００１１】
　様々な実施形態が、以上の概要で説明されてきたが、必ずしもすべての実施形態が、同
一の特徴を含むわけではなく、前述した特徴のいくつかは、必要ではないが、一部の実施
形態において望ましい可能性があることを理解されたい。本発明の多数のさらなる特徴、
実施形態、および利点が、以下の詳細な説明において記述される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】様々な実施形態に従って実施される例示的な無線通信システムを示す図。
【図２】様々な実施形態による例示的な無線端末装置、例えば、移動ノードを示す図。
【図３】様々な実施形態による例示的な基地局を示す図。
【図４】様々な実施形態による例示的な無線端末装置、例えば、移動ノードを示す図。
【図５】様々な実施形態による例示的な基地局を示す図。
【図６】伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおける無線端末装置を
動作させる例示的な方法を示す流れ図。
【図７】無線通信システムにおいて無線端末装置を動作させる例示的な方法を示す流れ図
。
【図８】例示的な直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）多元接続無線通信システムにおける
例示的なアップリンクタイミングおよび周波数構造における例示的なアップリンク専用制
御チャネル（ＤＣＣＨ）セグメントを示す図。
【図９】例示的なＤＣＣＨ報告構造において使用される例示的な専用制御チャネルレポー
ト（ＤＣＲｓ）のセットのテーブルを含む図。
【図１０】図９の専用制御チャネルレポートを含む例示的な専用制御チャネル報告フォー
マットを示す図。
【図１１】例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４）
の例示的なフォーマットを示すテーブル、および報告選択肢を示す列を含む図。
【図１２】例示的な無線端末装置における３つの例示的な要求グループを示す図。
【図１３】図１１の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
、図１２の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の実施例を示す図。
【図１４】図１１の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
、図１２の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の別の実施例を示す図。
【図１５】例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４）
の例示的なフォーマットを示すテーブル、および報告選択肢を示す列を含む図。
【図１６】例示的な無線端末装置における２つの例示的な要求グループを示す図。
【図１７】図１５の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
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、図１６の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の実施例を示す図。
【図１８】図１５の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
、図１６の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の別の実施例を示す図。
【図１９】例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４）
の例示的なフォーマットを示すテーブル、および報告選択肢を示す列を含む図。
【図２０】例示的な無線端末装置における３つの例示的な要求グループを示す図。
【図２１】図１９の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
、図２０の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の実施例を示す図。
【図２２】図１９の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフォーマットを使用し
、図２０の要求グループを含む例示的な無線端末装置の方法の別の実施例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、様々な実施形態に従って実施される例示的な無線通信システム１００の図であ
る。例示的な無線通信システム１００は、例えば、少なくともいくつかの固定サイズのマ
ルチビット要求レポートを含む専用制御チャネルアップリンク報告構造を使用する直交周
波数分割多重化（ＯＦＤＭ）多元接続無線通信システムである。この固定ビットサイズの
要求レポートを使用して、伝送バックログ情報、例えば、或るキュー、またはキューの或
るセットに関して伝送されるのを待っている情報のフレームの数が報告されることが可能
である。バックログレポートは、１つまたは複数の要求グループに関する情報を提供する
ことができ、ただし、異なる要求グループは、伝送されるべき情報を格納するのに使用さ
れることが可能な異なるキュー、またはキューの異なるセットに対応する。
【００１４】
　例示的な無線通信システム１００は、複数の基地局（基地局１　１０２、．．．基地局
Ｍ　１０４）を含む。各基地局（１０２、１０４）は、対応する無線サービスエリア（セ
ル１　１０６、セルＭ　１０８）をそれぞれ有する。また、システム１００は、それぞれ
、ネットワークリンク（１２０、１２２）を介して基地局（１０２、１０４）に結合され
たネットワークノード１１８も含む。ネットワークノード１１８は、リンク１２４を介し
て他のネットワークノードおよび／またはインターネットにも結合される。ネットワーク
リンク（１２０、１２２、１２４）は、例えば、光ファイバリンクである。また、システ
ム１００は、複数のセクタを有するセル、および／または複数のキャリアを使用するセル
を含むことも可能である。
【００１５】
　また、システム１００は、複数の無線端末装置を含むことも可能である。無線端末装置
の少なくともいくつかは、通信システム全体を移動することが可能な移動ノードである。
図１では、無線端末装置（ＷＴ　１　１１０、ＷＴ　Ｎ　１１２）が、セル１　１０６内
に位置し、それぞれ、無線リンク（１２６、１２８）を介して基地局１　１０２に結合さ
れる。図１では、無線端末装置（ＷＴ　１′　１１４、ＷＴ　Ｎ′　１１６）が、セルＭ
　１０８内に位置し、それぞれ、無線リンク（１３０、１３２）を介して基地局Ｍ　１０
４に結合される。様々な実施形態によれば、無線端末装置の少なくともいくつかは、例え
ば、固定ビットサイズのアップリンクトラヒックチャネル要求レポートのために、無線端
末装置が、伝送されるべき要求レポートに関して、報告選択肢の間で選択を行うことを可
能にする要求レポートフォーマットを使用し、前記報告選択肢は、少なくとも２つの異な
る要求グループに対応する。例えば、例示的な４ビットのアップリンクトラヒックチャネ
ル要求レポートフォーマットは、１６の異なるビットパターンを含むことが可能であり、
この１６のビットマッピングパターンの第１のサブセットは、マッピング要求グループ１
フレームカウントバックログ情報に関連することが可能であるのに対して、この１６のビ
ットマッピングパターンの第２のサブセットは、一緒に符号化されたマッピング要求グル
ープ２フレームカウントバックログ情報とマッピング要求グループ３フレームカウントバ
ックログ情報に関連することが可能である。この実施例を続けて、無線端末装置が、（ｉ
）要求グループ１と（ｉｉ）要求グループ２と要求グループ３の少なくとも１つとの両方
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において、０でないバックログカウントを有するものと想定すると、無線端末装置は、例
えば、優先度情報および／または伝送期限情報に応じて、報告すべき選択肢を選択する。
【００１６】
　図２は、様々な実施形態による例示的な無線端末装置２００、例えば、移動ノードの図
である。例示的な無線端末装置２００は、伝送バックログ情報、例えば、異なる要求グル
ープに対応する、無線端末装置が伝送することを意図するアップリンクトラヒックに関す
る伝送バックログ情報を、基地局に通信する。例示的な無線端末装置２００は、バス２１
２を介して一緒に結合された受信機モジュール２０２、送信機モジュール２０４、プロセ
ッサ２０６、ユーザＩ／Ｏデバイス２０８、およびメモリ２１０を含み、バス２１２を介
して、この様々な要素は、データおよび情報を交換する。メモリ２１０は、ルーチン２１
４およびデータ／情報２１６を含む。プロセッサ２０６、例えば、ＣＰＵは、ルーチン２
１４を実行し、メモリ２１０の中のデータ／情報２１６を使用して、無線端末装置２００
の動作を制御し、方法を実施する。
【００１７】
　受信機モジュール２０２、例えば、ＯＦＤＭ受信機が、無線端末装置２００が基地局か
らダウンリンク信号を受信する受信アンテナ２０３に結合される。送信機モジュール２０
４、例えば、ＯＦＤＭ送信機が、無線端末装置が基地局にアップリンク信号を送信する送
信アンテナ２０５に結合される。これらのアップリンク信号は、専用制御チャネルセグメ
ント信号を含む。専用制御チャネルセグメントの少なくともいくつかは、アップリンクト
ラヒックチャネル要求レポート、例えば、４ビットのアップリンクトラヒックチャネル要
求レポートを伝送する。送信機モジュール２０４は、生成されたアップリンク要求レポー
トを伝送して、伝送バックログ情報を通信する。一部の実施形態では、受信機と送信機の
ために同一のアンテナが使用される。
【００１８】
　ユーザＩ／Ｏデバイス２０８、例えば、キーボード、キーパッド、カメラ、マイクロホ
ン、スイッチ、ディスプレイ、スピーカなどにより、無線端末装置２００のユーザが、デ
ータ／情報を入力すること、出力データ／情報を獲得すること、および無線端末装置の少
なくともいくつかの機能を制御することが可能になる。例えば、Ｉ／Ｏデバイスインター
フェース２０８を介して、ユーザは、通信セッションおよび／またはアプリケーションを
開始する、または終了することができる。
【００１９】
　ルーチン２１４は、報告選択肢選択モジュール２１８、アップリンク要求レポート生成
モジュール２２０、および要求グループ特定モジュール２２２を含む。報告選択肢選択モ
ジュール２１８は、複数の報告選択肢の１つを選択し、前記報告選択肢の少なくともいく
つかは、異なる要求グループに対応し、前記異なる報告選択肢は、ｎビットサイズのアッ
プリンク要求レポートのためのレポートフォーマットの一部であり、前記レポートフォー
マットは、ｎが正の整数である複数のｎビットのマッピングを定義する。アップリンク要
求レポート生成モジュール２２０は、アップリンク要求レポートを生成し、前記生成する
ことは、選択された報告選択肢に従ってバックログ情報をマップして、生成されたアップ
リンク要求レポートの中に含められるべきｎビットの情報ビットパターンを獲得すること
を含む。一部の実施形態において、生成されたアップリンク要求レポートは、専用制御チ
ャネル報告構造におけるマルチビットのアップリンク要求レポートである。
【００２０】
　要求グループ特定モジュール２２２は、選択される要求グループを特定し、前記選択さ
れる要求グループは、０でないバックログを有するとともにアップリンク要求レポートに
よって報告されることが可能な要求グループの間で最高の優先度を有する。要求グループ
特定モジュール２２２の選択は、インプットとして報告選択肢選択モジュール２１８によ
って使用される。一部の実施形態では、報告選択肢の１つを選択することにより、選択さ
れた要求グループに対応するバックログ情報を伝える報告選択肢が選択される。一部のそ
のような実施形態において、選択された報告選択肢は、少なくとも２つの要求グループに
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対応するバックログ情報を報告し、この２つの要求グループに対応する情報は、生成され
たレポートの中で一緒に符号化される。
【００２１】
　データ／情報２１６は、Ｎビットサイズの、例えば、４ビットの要求レポートフォーマ
ット情報２２４、専用制御チャネル報告構造情報２２６、複数の要求グループ通信キュー
（要求グループ１通信キュー２２８、．．．要求グループｍ通信キュー２３０）、複数の
対応する要求グループ優先度情報（要求グループ１優先度情報２３２、．．．要求グルー
プｍ優先度情報２３４）、複数の対応する要求グループキューステータス情報（要求グル
ープ１キューステータス情報２３６、例えば、バックログのフレームカウント、．．．要
求グループｍキューステータス情報２３８、例えば、バックログのフレームカウント）、
選択された要求グループ情報２３８、選択された報告選択肢情報２４２、および生成され
たアップリンク要求レポート情報２４４を含む。
【００２２】
　Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報２２４は、前記複数の異なるｎビット
のマッピングを定義する情報を含み、前記複数の異なるｎビットのマッピングは、２ｎ個
以下のマッピングを含む。例えば、Ｎ＝４である１つの例示的な実施形態では、異なる１
６のマッピングが存在し、これらのマッピングの第１のサブセットは、第１の報告選択肢
に関連するのに対して、これらのマッピングの第２のサブセットは、第２の報告選択肢に
関連し、前記第１のサブセットと前記第２のサブセットは、重なり合わない。Ｎビットサ
イズの要求レポートフォーマット情報２２４は、複数の報告選択肢ビットマッピング情報
セット（報告選択肢１ビットマッピング情報２４６、．．．報告選択肢Ｘビットマッピン
グ情報２４８）を含む。
【００２３】
　専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）報告構造情報２２６は、ＤＣＣＨ論理チャネルトーンを
識別する情報、ＤＣＣＨセグメント、セグメントに対する異なるタイプのレポートのマッ
ピング、および反復する報告構造における関連するタイミングを含む。ＤＣＣＨ報告構造
における異なるタイプのレポートには、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報
２２４に従う要求レポートタイプが含まれる。
【００２４】
　要求グループ通信キュー（要求グループ１通信キュー２２８、．．．要求グループｍ通
信キュー２３０）は、伝送されるべきデータを格納するための複数の通信キューであり、
ただし、各要求グループは、１つの通信キューに対応する。一部の実施形態において、こ
れらの異なる要求グループの少なくともいくつかは、通信キューのセットに対応する。要
求グループ優先度情報（要求グループ１優先度情報２３２、．．．要求グループｍ優先度
情報２３４）は、これらの異なる要求グループに関連する格納された要求グループ優先度
情報である。報告選択肢の選択は、要求グループ優先度情報に応じて実行される。様々な
実施形態において、要求グループ優先度は、あらかじめ決められている。要求グループキ
ューステータス情報（要求グループ１キューステータス情報２３６、．．．要求グループ
ｍキューステータス情報２３８）は、（要求グループ１通信キュー２２８、．．．要求グ
ループｍ通信キュー２３０）にそれぞれ対応して、例えば、バックログのフレームカウン
ト、例えば、バックログのＭＡＣフレームカウントを含む。要求グループ特定モジュール
２２２は、選択される要求グループを特定する際に、キューステータス情報（２３６、．
．．２３８）を使用する。例えば、或る特定の要求グループが、０のフレームカウントを
有して、その要求グループに対応するアップリンクトラヒックのバックログが全く存在し
ないことを示す場合、その特定の要求グループは、考慮から除外される。
【００２５】
　選択された要求グループ情報２３８、モジュール２２２のアウトプット、およびモジュ
ール２１８へのインプットは、例えば、ｍ個の要求グループのいずれが要求レポート特定
モジュール２２２によって選択されているかを識別する識別子である。選択された報告選
択肢情報２４２、モジュール２１８のアウトプット、およびモジュール２２０のインプッ
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トは、例えば、要求レポートフォーマット情報２２４に従うＸ個の報告選択肢の１つを識
別する識別子である。生成されたアップリンク要求レポート情報２４４は、レポート生成
モジュール２２０のアウトプットである。例えば、アップリンク要求レポートが、４ビッ
トのアップリンク要求レポートである場合、レポートは、異なる１６のビットパターンの
１つである。
【００２６】
　図３は、様々な実施形態による例示的な基地局３００の図である。例示的な基地局３０
０は、図１のシステム１００の例示的な基地局（ＢＳ　１　１０２、．．．ＢＳ　Ｍ　１
０４）のいずれかであることが可能である。基地局３００は、バス３１６を介して一緒に
結合された受信機モジュール３０４、送信機モジュール３０８、プロセッサ３１０、Ｉ／
Ｏインターフェース３１２、およびメモリ３１４を含み、バス３１６を介して、この様々
な要素は、データおよび情報を交換することができる。メモリ３１４は、ルーチン３１８
およびデータ／情報３２０を含む。プロセッサ３１０、例えば、ＣＰＵは、ルーチン３１
８を実行し、メモリ３１４の中のデータ／情報を使用して、基地局の動作を制御し、方法
を実施する。
【００２７】
　受信機モジュール３０４、例えば、ＯＦＤＭ受信機が、受信アンテナ３０２に結合され
、アンテナ３０２を介して、基地局３００は、無線端末装置からのアップリンク信号を受
信し、前記実行されるアップリンク信号は、専用制御チャネルセグメント信号を含み、専
用制御チャネルセグメント信号の少なくともいくつかは、トラヒックチャネル要求レポー
トを伝送する。また、受信されるアップリンク信号は、トラヒックチャネルセグメント信
号も含む。送信機モジュール３０８、例えば、ＯＦＤＭ送信機が、送信アンテナ３０６に
結合され、アンテナ３０６を介して、基地局は、ダウンリンク信号を無線端末装置に伝送
し、前記ダウンリンク信号は、アップリンクトラヒックチャネルセグメントに関する割り
当てを伝える割り当て信号を含む。Ｉ／Ｏインターフェース３１２は、基地局を他のネッ
トワークノード、例えば、他の基地局および／またはインターネットに結合する。このた
め、Ｉ／Ｏインターフェース３１２は、基地局３００をバックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ
）ネットワークに結合することにより、基地局３００の接続ポイントを使用する無線端末
装置が、無線端末装置のネットワーク接続ポイントとは異なる基地局を使用して、ピアノ
ードとの、例えば、別の無線端末装置との通信セッションに参加することを可能にする。
【００２８】
　ルーチン３１８は、要求レポート情報回復モジュール３２２、スケジューラモジュール
３２４、要求グループ推測モジュール３２６、および要求グループ更新モジュールを含む
。要求レポート情報回復モジュール３２２は、Ｎビットサイズのレポートフォーマット情
報３３４を含むデータ／情報３２０を使用して、受信された要求レポート、例えば、アッ
プリンク専用制御チャネルセグメントにおいて通信されるトラヒックチャネルリソースに
関する４ビットの要求レポートから、回復された情報を獲得する。例えば、ＷＴ１に対応
して、回復された情報は、処理された要求レポート３４２からの回復された情報を含む。
要求レポートの情報ビットは、異なる複数の、例えば、１６のパターンの１つであること
が可能であり、この特定のビットパターンは、１つの要求グループ、または要求グループ
のセットが、バックログの中に或る数のフレームを有すること、またはバックログの中に
或る範囲内の数のフレームを含むことを意味するものと解釈される。例えば、要求レポー
トフォーマットが、図１１のフォーマットに対応する例を考慮すると、ビットパターン＝
００１０が、要求グループ２が、バックログの中に、伝送されるのを待っている２つ、ま
たは３つのフレームを有することを意味することが可能である。
【００２９】
　スケジューラモジュール３２４は、無線端末装置に対して、アップリンクトラヒックチ
ャネルセグメントおよびダウンリンクトラヒックチャネルセグメントをスケジュールする
。例えば、スケジューラモジュール３２４は、基地局３００を現在のネットワーク接続ポ
イントとして使用する動作のオン状態において、無線端末装置からの固定サイズのアップ
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リンクトラヒックチャネル要求レポート、例えば、ＵＬＲＱＳＴ４レポートの中で通信さ
れた、受信された要求に応答して、アップリンクトラヒックチャネルセグメントをスケジ
ュールする。割り当てられるアップリンクトラヒックチャネルセグメント情報３５０は、
ＷＴ１に関するスケジューラ３２４割り当て、例えば、ＷＴ１に割り当てられた特定のイ
ンデックス付けされたアップリンクトラヒックチャネルセグメントを識別する情報に当た
る。
【００３０】
　要求グループ推測モジュール３２６は、受信された要求レポートの中で直接に報告され
ない要求グループについての推測を実行する。例えば、所定の要求グループ優先度情報に
より、要求グループ２が、要求グループ１または要求グループ３より高い所定の優先度を
有することが識別され、報告規則は、無線端末装置が、０でないバックログを有する最高
優先度のグループのバックログを報告するようになっているものと想定されたい。そのよ
うな状況において、基地局が、要求グループ１と要求グループ３の組み合わせについての
情報を伝えるレポートを受信した場合、基地局は、要求グループ２が、現在の０のバック
ログを有すると推測することができる。
【００３１】
　要求グループ更新モジュール３２７は、回復モジュール３２２から獲得された、回復さ
れた情報、例えば、情報３４２、および推測モジュール３２６から獲得された、推測され
た情報、例えば、情報３４４を使用して、無線端末装置に対応する要求グループ情報のセ
ット、例えば、（要求グループ１情報３４６、．．．要求グループｍ情報３４８）を更新
する。例えば、要求グループ更新モジュール３２７は、要求グループ情報セット、例えば
、（要求グループ１情報３４６、．．．要求グループｍ情報３４８）の１つまたは複数に
関して、新たな要求グループフレームカウントをロードし、要求フレームカウントを変更
し、さらに／または要求グループカウントをクリアする。
【００３２】
　データ／情報３２０は、複数の無線端末装置データ／情報セット（ＷＴ　１　データ／
情報３２８、．．．ＷＴ　Ｎ　データ／情報３３０）、専用制御チャネル報告構造情報３
３２、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報３３４、および所定の要求グルー
プ優先度情報３３６を含む。ＷＴ　１　データ／情報３２８は、処理された要求レポート
からの回復された情報３４２、要求グループに関する推測された情報３４４、要求グルー
プ情報の複数のセット（要求グループ１情報３４６、．．．要求グループｍ情報３４８）
、および割り当てられたアップリンクトラヒックチャネルセグメント情報３５０を含む。
【００３３】
　Ｎビットサイズの、例えば、４ビットサイズのレポートフォーマット情報３３４は、複
数のビットパターンに関する解釈情報（ビットパターン１に関する解釈情報３３８、．．
．ビットパターンＮに関する解釈情報３４０）を含む。例えば、Ｎ＝４である、１つの例
示的な実施形態では、異なる１６のビットパターン（００００、０００１、．．．１１１
１）が存在し、ただし、各ビットパターンは、レポートの中で伝えられる情報の異なる解
釈を有する。
【００３４】
　所定の要求グループ優先度情報３３６は、異なるアップリンクトラヒック要求グループ
を異なる所定の優先度に関連付ける情報を含む。一部の実施形態において、異なる無線端
末装置は、使用される要求グループに関連する異なる優先順位付けを有する。
【００３５】
　専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）報告構造情報３３２は、ＤＣＣＨ論理チャネルトーンを
識別する情報、ＤＣＣＨセグメント、セグメントに対する異なるタイプのレポートのマッ
ピング、および反復する報告構造における関連するタイミングを含む。ＤＣＣＨ報告構造
における異なるタイプのレポートには、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報
３３４に従う要求レポートタイプが含まれる。
【００３６】
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　図４は、様々な実施形態による例示的な無線端末装置４００、例えば、移動ノードの図
である。例示的な無線端末装置４００は、伝送バックログ情報、例えば、異なる要求グル
ープに対応する、無線端末装置が伝送することを意図するアップリンクトラヒックに関す
る伝送バックログ情報を、基地局に通信する。例示的な無線端末装置４００は、バス４１
２を介して一緒に結合された受信機モジュール４０２、送信機モジュール４０４、プロセ
ッサ４０６、ユーザＩ／Ｏデバイス４０８、およびメモリ４１０を含み、バス４１２を介
して、この様々な要素は、データおよび情報を交換する。メモリ４１０は、ルーチン４１
４およびデータ／情報４１６を含む。プロセッサ４０６、例えば、ＣＰＵは、ルーチン４
１４を実行し、メモリ４１０の中のデータ／情報４１６を使用して、無線端末装置４００
の動作を制御し、方法を実施する。
【００３７】
　受信機モジュール４０２、例えば、ＯＦＤＭ受信機が、受信アンテナ４０３に結合され
、アンテナ４０３を介して、無線端末装置４００は、基地局からダウンリンク信号を受信
する。送信機モジュール４０４、例えば、ＯＦＤＭ送信機が、送信アンテナ４０５に結合
され、アンテナ４０５を介して、無線端末装置は、アップリンク信号を基地局に送信する
。これらのアップリンク信号は、専用制御チャネルセグメント信号を含む。これらの専用
制御チャネルセグメントの少なくともいくつかは、アップリンクトラヒックチャネル要求
レポート、例えば、４ビットのアップリンクトラヒックチャネル要求レポートを伝送する
。送信機モジュール４０４は、生成されたアップリンク要求レポートを伝送して、伝送バ
ックログ情報を通信する。例えば、送信機モジュール４０４は、最高の優先度を有すると
判定された要求グループに対応するバックログ情報を含むアップリンク要求レポートを伝
送し、前記伝送されるアップリンク要求レポートは、選択された報告フォーマットに従う
。一部の実施形態では、受信機と送信機のために同一のアンテナが使用される。
【００３８】
　ユーザＩ／Ｏデバイス４０８、例えば、キーボード、キーパッド、カメラ、マイクロホ
ン、スイッチ、ディスプレイ、スピーカなどにより、無線端末装置４００のユーザが、デ
ータ／情報を入力すること、出力データ／情報を獲得すること、および無線端末装置の少
なくともいくつかの機能を制御することが可能になる。例えば、Ｉ／Ｏデバイスインター
フェース４０８を介して、ユーザは、通信セッションおよび／またはアプリケーションを
開始する、または終了することができる。
【００３９】
　ルーチン４１４は、伝送期限特定モジュール４１８、伝送スケジューリングモジュール
４２０、報告選択肢選択モジュール４２２、キューステータス監視モジュール４２４、お
よびアップリンク要求レポート生成モジュール４２５を含む。伝送期限特定モジュール４
１８は、キューに入れられたトラヒックを含む複数の異なる要求キューの少なくともいく
つかに対応する伝送期限情報を特定する。伝送スケジューリングモジュール４２０は、伝
送期限情報が特定された複数の異なる要求グループの少なくともいくつかのグループの各
グループに関するスケジューリング優先度を動的に計算する。報告選択肢選択モジュール
４２２は、複数の報告選択肢の１つを選択し、報告選択肢の前記選択された１つは、最高
の優先度を有すると判定された要求グループに対応する報告選択肢である。一部の実施形
態では、報告選択肢選択モジュール４２２は、例えば、特定された伝送期限情報に応答し
て計算された、最高の計算された優先度を有する要求グループに対応するバックログ情報
を報告する報告選択肢を選択する。一部の実施形態では、報告選択肢のいくつかは、優先
度が、特定された伝送期限情報とは無関係である要求グループに対応することが可能であ
る。例えば、一部の実施形態では、１つの要求グループが、０でないバックログカウント
を有する場合、最高の優先度を帯びることが可能である。キューステータス監視モジュー
ル４２４は、複数の異なる要求グループのいずれがキューに入れられたトラヒックを有す
るかを特定する。アップリンク要求レポート生成モジュール４２５は、特定された最高の
優先度を有する選択された要求グループを含み、その要求グループに対応する要求グルー
プバックログ情報、例えば、フレームカウント情報を伝える要求レポートフォーマット情
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報４２６に従って、Ｎビットサイズのアップリンク要求レポートを生成する。
【００４０】
　データ／情報４１６は、Ｎビットサイズの、例えば、４ビットの要求レポートフォーマ
ット情報４２６、専用制御チャネル報告構造情報４２８、複数の要求グループ通信キュー
（要求グループ１通信キュー４３０、．．．要求グループｍ通信キュー４３２）、複数の
対応する要求グループ優先度情報（要求グループ１優先度情報４３４、．．．要求グルー
プｍ優先度情報４３６）、複数の要求グループ最大陳腐度情報（要求グループ１最大陳腐
度情報４３８、．．．要求グループｍ最大陳腐度情報４４０）、複数の対応する要求グル
ープキューステータス情報（要求グループ１キューステータス情報４４２、．．．要求グ
ループｍキューステータス情報４４４、選択された要求グループ情報４４６、選択された
報告選択肢情報４４８、および生成されたアップリンク要求レポート情報４５０を含む。
【００４１】
　Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報４２６は、前記複数の異なるｎビット
のマッピングを定義する情報を含み、前記複数の異なるｎビットのマッピングは、２ｎ個
以下のマッピングを含む。例えば、Ｎ＝４である１つの例示的な実施形態では、異なる１
６のマッピングが存在し、それらのマッピングの第１のサブセットは、第１の報告選択肢
に関連するのに対して、それらのマッピングの第２のサブセットは、第２の報告選択肢に
関連し、前記第１のサブセットと前記第２のサブセットは、重なり合わない。Ｎビットサ
イズの要求レポートフォーマット情報４５２は、複数の報告選択肢ビットマッピング情報
セット（報告選択肢１ビットマッピング情報４５２、．．．報告選択肢Ｘビットマッピン
グ情報４５４）を含む。
【００４２】
　専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）報告構造情報４２８は、ＤＣＣＨ論理チャネルトーンを
識別する情報、ＤＣＣＨセグメント、セグメントに対する異なるタイプのレポートのマッ
ピング、および反復する報告構造における関連するタイミングを含む。ＤＣＣＨ報告構造
における異なるタイプのレポートは、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報４
２６に従う要求レポートタイプを含む。
【００４３】
　要求グループ通信キュー（要求グループ１通信キュー４３０、．．．要求グループｍ通
信キュー４３２）は、伝送されるべきデータを格納するための複数の通信キューであり、
ただし、各要求グループは、１つの通信キューに対応する。要求グループ１通信キュー４
３０は、伝送されるべき複数のパケット（パケット１　４５６、．．．パケットＹ　４５
８）を含む。同様に、要求グループｍ通信キュー４３２は、伝送されるべき複数のパケッ
ト（パケット１　４６０、．．．パケットＺ　４６２）を含む。一部の実施形態では、異
なる要求グループの少なくともいくつかは、通信キューのセットに対応する。要求グルー
プ優先度情報（要求グループ１優先度情報４３４、．．．要求グループｍ優先度情報４３
４）は、異なる要求グループに現在、関連する、格納された要求グループ優先度情報を含
む。要求グループに対応する報告優先度の少なくともいくつかは、特定された伝送期限情
報に応じて、時間とともに変化する。例えば、時間に依存するトラヒック、例えば、ゲー
ムトラヒックに対応する或る特定の要求グループに関連する優先レベルは、対応するキュ
ーに格納されたパケットが、伝送されない場合、破棄されることになるまでの残りの時間
に応じて変化する。報告選択肢の選択は、要求グループ優先度情報に応じて実行される。
【００４４】
　要求グループ最大陳腐度情報（要求グループ１最大陳腐度情報４３８、．．．要求グル
ープｍ最大陳腐度情報４４０）は、基準、例えば、或る特定の要求グループキューに置か
れたパケットが、伝送されない場合に、ドロップされるまで、留まることを許されるべき
最大時間限度を含む。例えば、音声トラヒックに対応する要求グループキューは、通常、
ゲームアプリケーションに対応する要求グループと比べて、より小さい最大破棄時間値を
有する。要求グループキューステータス情報（要求グループ１キューステータス情報４４
２、．．．要求グループｍキューステータス情報４４４）は、（要求グループ１通信キュ
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ー４３０、．．．要求グループｍ通信キュー４３２）にそれぞれ対応する、例えば、バッ
クログのフレームカウント、例えば、バックログのＭＡＣフレームカウント、およびパケ
ット有効期限情報を含む。パケット有効期限情報は、一部の実施形態では、伝送期限特定
モジュール４１８によって決定される。
【００４５】
　選択された要求グループ情報４４６、伝送スケジューリングモジュール４２０のアウト
プット、および報告選択肢選択モジュール４２２のインプットは、例えば、ｍ要求グルー
プのいずれが最高の優先度を有すると判定されているかを識別する識別子である。選択さ
れた報告選択肢情報４４８、モジュール４２２のアウトプット、およびアップリンク要求
レポート生成モジュール４２５のインプットは、例えば、要求レポートフォーマット情報
４２６に従うＸ個の報告選択肢の１つを識別する識別子である。
【００４６】
　生成されたアップリンク要求レポート情報４５０は、アップリンクレポート生成モジュ
ールのアウトプットである。例えば、アップリンク要求レポートが、４ビットのアップリ
ンク要求レポートである場合、このレポートは、１６の選択肢ビットパターンの１つであ
る。
【００４７】
　図５は、様々な実施形態による例示的な基地局５００の図である。例示的な基地局５０
０は、図１のシステム１００の例示的な基地局（ＢＳ　１　１０２、．．．ＢＳ　Ｍ　１
０４）のいずれかであることが可能である。基地局５００は、バス５１６を介して一緒に
結合された受信機モジュール５０４、送信機モジュール５０８、プロセッサ５１０、Ｉ／
Ｏインターフェース５１２、およびメモリ５１４を含み、バス５１６を介して、この様々
な要素は、データおよび情報を交換することができる。メモリ５１４は、ルーチン５１８
およびデータ／情報５２０を含む。プロセッサ５１０、例えば、ＣＰＵは、ルーチン５１
８を実行し、メモリ５１４の中のデータ／情報５２０を使用して、基地局５００の動作を
制御し、方法を実施する。
【００４８】
　受信機モジュール５０４、例えば、ＯＦＤＭ受信機が、受信アンテナ５０２に結合され
、アンテナ５０２を介して、基地局５００は、無線端末装置からのアップリンク信号を受
信し、前記受信されるアップリンク信号は、専用制御チャネルセグメント信号を含み、専
用制御チャネルセグメント信号の少なくともいくつかは、トラヒックチャネル要求レポー
トを伝送する。また、受信されるアップリンク信号は、トラヒックチャネルセグメント信
号も含む。送信機モジュール５０８、例えば、ＯＦＤＭ送信機が、送信アンテナ５０６に
結合され、アンテナ５０６を介して、基地局５００は、ダウンリンク信号を無線端末装置
に伝送し、前記ダウンリンク信号は、アップリンクトラヒックチャネルセグメントに関す
る割り当てを伝える割り当て信号を含む。Ｉ／Ｏインターフェース５１２は、基地局５０
０を他のネットワークノード、例えば、他の基地局および／またはインターネットに結合
する。このため、Ｉ／Ｏインターフェース５１２は、基地局５００をバックホールネット
ワークに結合することにより、基地局５００の接続ポイントを使用する無線端末装置が、
無線端末装置のネットワーク接続ポイントとは異なる基地局を使用して、ピアノードとの
、例えば、別の無線端末装置との通信セッションに参加することを可能にする。
【００４９】
　ルーチン５１８は、要求レポート情報回復モジュール５２２、スケジューラモジュール
５２４、および要求グループ追跡／更新モジュール５２６を含む。要求レポート情報回復
モジュール５２２は、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報５３４を含むデー
タ／情報５２０を使用して、例えば、アップリンク専用制御チャネルセグメントにおいて
通信されるトラヒックチャネルリソースに関する４ビットの要求レポートから、回復され
た情報を獲得する。例えば、ＷＴ１に対応して、回復された情報は、処理された要求レポ
ート５４２からの回復された情報を含む。要求レポートの情報ビットは、異なる複数の、
例えば、１６のパターンの１つであることが可能であり、この特定のビットパターンは、
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１つの要求グループ、または要求グループのセットが、バックログの中に或る数のフレー
ムを有すること、またはバックログの中に或る範囲内の数のフレームを含むことを意味す
るものと解釈される。例えば、要求レポートフォーマットが、図１５のフォーマットに対
応する例を考慮すると、ビットパターン＝１１１０が、要求グループ２が、バックログの
中に、伝送されるのを待っている２３、２４、２５、２６、または２７のフレームを有す
ることを意味することが可能である。
【００５０】
　スケジューラモジュール５２４は、無線端末装置に対して、アップリンクトラヒックチ
ャネルセグメントおよびダウンリンクトラヒックチャネルセグメントをスケジュールする
。例えば、スケジューラモジュール５２４は、基地局５００を現在のネットワーク接続ポ
イントとして使用する動作のオン状態において、無線端末装置からの固定サイズのアップ
リンクトラヒックチャネル要求レポート、例えば、ＵＬＲＱＳＴ４レポートの中で通信さ
れた、受信された要求に応答して、アップリンクトラヒックチャネルセグメントをスケジ
ュールする。割り当てられるアップリンクトラヒックチャネルセグメント情報５５０は、
ＷＴ１に関するスケジューラ５２４割り当て、例えば、ＷＴ１に割り当てられた特定のイ
ンデックス付けされたアップリンクトラヒックチャネルセグメントを識別する情報に当た
る。
【００５１】
　要求グループ追跡／更新モジュール５２７は、回復モジュール５２２から獲得された、
回復された情報、例えば、情報５４２、および推測された情報、例えば、情報５４４を使
用して、無線端末装置に対応する要求グループ情報のセット、例えば、（要求グループ１
情報５４６、．．．要求グループｍ情報５４８）を更新する。例えば、要求グループ追跡
／更新モジュール５２６は、要求グループ情報セット、例えば、（要求グループ１情報５
４６、．．．要求グループｍ情報５４８）の１つまたは複数に関して、新たな要求グルー
プフレームカウントをロードし、要求フレームカウントを変更し、さらに／または要求グ
ループカウントをクリアする。
【００５２】
　データ／情報５２０は、複数の無線端末装置データ／情報セット（ＷＴ　１　データ／
情報５２８、．．．ＷＴ　Ｎ　データ／情報５３０）、専用制御チャネル報告構造情報５
３２、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報５３４、および要求グループに関
係する優先度情報５３６を含む。ＷＴ　１　データ／情報５２８は、処理された要求レポ
ートからの回復された情報５４２、要求グループに関する推測された情報５４４、要求グ
ループ情報の複数のセット（要求グループ１情報５４６、．．．要求グループｍ情報５４
８）、および割り当てられたアップリンクトラヒックチャネルセグメント情報５５０を含
む。
【００５３】
　Ｎビットサイズの、例えば、４ビットサイズのレポートフォーマット情報５３４は、複
数のビットパターンに関する解釈情報（ビットパターン１に関する解釈情報５３８、．．
．ビットパターンＮに関する解釈情報５４０）を含む。例えば、Ｎ＝４である、１つの例
示的な実施形態では、異なる１６のビットパターン（００００、０００１、．．．１１１
１）が存在し、ただし、各ビットパターンは、レポートの中で伝えられる情報の異なる解
釈を有する。
【００５４】
　要求グループに関係する優先度情報５３６は、無線端末装置の少なくともいくつかに関
する要求グループの少なくともいくつかを、特定された伝送期限情報に応じて無線端末装
置によって計算された可変の優先度に関連付ける情報を含む。一部の実施形態では、無線
端末装置の少なくともいくつかは、所定のオーバーライディング優先度を有する要求グル
ープを有し、例えば、１つの要求グループに、そのグループが、バックログの中にフレー
ムを有する場合、最高の優先度が割り当てられることが可能であり、別の要求グループに
、最低の優先度が割り当てられることが可能である。優先度情報５３６は、要求グループ
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追跡／更新モジュール５２６によって使用されることが可能である。例えば、無線端末装
置は、受信された要求レポートが、所定のオーバーライディング優先度要求グループに対
応するキューステータスを伝えたことを認識し、無線端末装置は、過去の要求情報に基づ
き、一部の実施形態では、少なくとも１つの他の要求グループに関する要求を外挿する。
【００５５】
　専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）報告構造情報５３２は、ＤＣＣＨ論理チャネルトーンを
識別する情報、ＤＣＣＨセグメント、セグメントに対する異なるタイプのレポートのマッ
ピング、および反復する報告構造における関連するタイミングを含む。ＤＣＣＨ報告構造
における異なるタイプのレポートには、Ｎビットサイズの要求レポートフォーマット情報
５３４に従う要求レポートタイプが含まれる。
【００５６】
　図６は、伝送バックログ情報を通信するように無線通信システムにおける無線端末装置
を動作させる例示的な方法の流れ図６００の図である。例えば、例示的な無線通信システ
ムは、一部の実施形態では、専用制御チャネル報告構造を使用する直交周波数分割多重化
（ＯＦＤＭ）多元接続無線通信システムであり、伝送バックログ情報は、アップリンクト
ラヒック伝送バックログ情報である。
【００５７】
　一部の実施形態では、異なる要求グループが存在し、これらの異なる要求グループのそ
れぞれは、伝送されるべきデータを格納するのに使用されることが可能な通信キューの１
つ、またはセットに対応する。様々な実施形態において、優先度、例えば、所定の優先度
が、これらの異なる要求グループに関連付けられ、選択は、要求グループ優先度に応じて
実行される。
【００５８】
　例示的な方法の動作は、ステップ６０２で始まり、無線端末装置が、電源をオンにされ
、初期化される。動作は、開始ステップ６０２からステップ６０４に進む。ステップ６０
４で、無線端末装置は、０でないバックログを有するとともにこの要求機会にアップリン
ク要求レポートによって報告されることが可能な要求グループの間で最高の優先度レベル
を有する、選択される要求グループを特定する。
【００５９】
　動作は、ステップ６０４からステップ６０６に進む。ステップ６０６で、無線端末装置
は、複数の報告選択肢の１つを選択し、前記報告選択肢の少なくともいくつかは、異なる
要求グループに対応し、前記異なる報告選択肢は、Ｎビットサイズのアップリンク要求レ
ポートに関するレポートフォーマットの一部であり、前記報告フォーマットは、Ｎが正の
整数である、複数の異なるＮビットのマッピングを定義する。一部の実施形態では、この
複数の異なるＮビットのマッピングは、２Ｎ個以下のマッピングを含む。
【００６０】
　一部の実施形態では、報告選択肢の１つを選択することにより、選択された要求グルー
プに対応するバックログ情報を伝える報告選択肢が選択される。一部のそのような実施形
態では、選択された報告選択肢は、少なくともいくつかの報告選択肢に関して、レポート
の中で一緒に符号化される２つの要求グループに対応するバックログ情報を報告する。
【００６１】
　動作は、ステップ６０６からステップ６０８に進む。ステップ６０８で、無線端末装置
は、アップリンク要求レポートを生成し、前記生成することは、選択された報告選択肢に
従ってバックログ情報をマップして、生成されたアップリンク要求レポートの中に含めら
れるべきＮビットの情報ビットパターンを獲得することを含む。例えば、アップリンク要
求レポートは、専用制御チャネル報告構造におけるマルチビットの、例えば、４ビットの
アップリンク要求レポートである。次に、ステップ６１０で、無線端末装置は、生成され
たアップリンク要求レポートを伝送する。
【００６２】
　動作は、ステップ６１０からステップ６０４に進み、無線端末装置が、別の要求機会に
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対応する、選択された要求グループを特定する。
【００６３】
　図７は、無線通信システムにおいて無線端末装置を動作させる例示的な方法の流れ図７
００の図である。例えば、例示的な無線通信システムは、一部の実施形態では、アップリ
ンクトラヒックの伝送バックログ情報を報告するためのアップリンク要求報告機会を含め
、専用制御チャネル報告構造を使用する直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）多元接続無線
通信システムである。
【００６４】
　動作は、ステップ７０２で始まり、無線端末装置が、電源をオンにされ、初期化されて
、ステップ７０４に進む。ステップ７０４で、無線端末装置は、複数の異なる要求グルー
プのいずれがキューに入れられたトラヒックを有するかを特定する。様々な実施形態にお
いて、異なる要求グループのそれぞれは、データを格納するのに使用されることが可能な
通信キューの１つ、またはセットに対応する。
【００６５】
　次に、ステップ７０６で、無線端末装置は、キューに入れられたトラヒックを含む前記
複数の異なる要求グループの少なくともいくつかに対応する伝送期限情報を特定する。
【００６６】
　動作は、ステップ７０６からステップ７０８に進む。ステップ７０８で、無線端末装置
は、伝送期限情報が特定された複数の異なる要求グループの前記少なくともいくつかのグ
ループの各グループに関するスケジューリング優先度を動的に計算する。
【００６７】
　次に、ステップ７１０で、無線端末装置は、複数の報告選択肢の１つを選択し、これら
の報告選択肢の前記選択される１つは、最高の優先度を有すると判定された要求グループ
に対応する。一部の実施形態では、前記報告選択肢の少なくともいくつかは、異なる要求
グループに対応し、前記異なる報告選択肢は、ｎビットサイズのアップリンク要求レポー
トに関するレポートフォーマットの一部であり、前記レポートフォーマットは、ｎが正の
整数である複数の異なるｎビットのマッピングを定義する。
【００６８】
　様々な実施形態において、最高の優先度を特定することは、複数の異なる要求グループ
の前記少なくともいくつかに加え、少なくとも１つのさらなる要求グループの優先度を考
慮することを含む。一部のそのような実施形態では、前記少なくとも１つのさらなる要求
グループは、そのグループが、伝送されるべき少なくともいくらかのトラヒックを有する
という条件付きで、最高の優先度を有すると判定される。
【００６９】
　一部の実施形態では、報告選択肢を選択することは、最高の計算された優先度を有する
要求グループに対応するバックログ情報を報告する報告選択肢を選択することを含む。一
部の実施形態では、いくつかの時点で、最高の計算された優先度を有する要求グループを
選択することは、生成されたアップリンク要求レポートに応答してトラヒックチャネルリ
ソースが割り当てられない場合、ドロップされる少なくともいくらかのトラヒックを含む
。
【００７０】
　動作は、ステップ７１０からステップ７１２に進む。ステップ７１２で、無線端末装置
は、最高の優先度を有すると判定された要求グループに対応するバックログ情報を含むア
ップリンク要求レポートを伝送し、前記伝送されるアップリンク要求レポートは、選択さ
れた報告選択肢に従う。一部の実施形態では、レポートは、専用制御チャネル報告構造に
おけるマルチビットのアップリンク要求レポートである。動作は、ステップ７１２からス
テップ７０４に進み、無線端末装置は、別の時点に関して、複数の異なる要求グループの
いずれがキューに入れられたトラヒックを有するかを特定する。
【００７１】
　一部の実施形態では、これらの異なる要求グループの少なくともいくつかは、音声トラ
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ヒックに関連する要求グループ、および別のタイプの時間がクリティカルなトラヒックに
関連する要求グループを含み、前記別のタイプの時間がクリティカルなトラヒックに関連
する要求グループキューに入れられたパケットは、音声トラヒックに関連する要求グルー
プキューに入れられたパケットと比べて、伝送されない場合、ドロップされるまでに、よ
り長い時間にわたって留まることを許される。一部のそのような実施形態では、前記別の
タイプの時間がクリティカルなトラヒックは、ゲームトラヒックである。
【００７２】
　様々な実施形態において、前記音声トラヒック要求グループと前記別のタイプの時間が
クリティカルなトラヒックの間の相対的優先度レベル格付けは、時間とともに、例えば、
特定された伝送期限情報に応じて変化する。例えば、音声要求グループと、前記別のタイ
プの時間がクリティカルなトラヒック要求グループのいずれかは、待ち状態の要求レポー
トに対応する割り当てにおいてリソースを割り当てられない場合、間もなく有効期限が切
れて、ドロップされるパケット、またはパケットのグループを含むのに対して、音声要求
グループと、前記別のタイプの時間がクリティカルなトラヒック要求グループの他方のい
ずれかは、待ち状態の要求レポートに対応する割り当てにおいてリソースを割り当てられ
ない場合、間もなく有効期限が切れて、ドロップされるパケットを含まないものと想定さ
れたい。そのような状況において、より高い優先度は、間もなく有効期限が切れるパケッ
トを有する要求グループに割り当てられることが可能である。
【００７３】
　図８は、例示的な直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）多元接続無線通信システムにおけ
る例示的なアップリンクタイミング－周波数構造における例示的なアップリンク専用制御
チャネル（ＤＣＣＨ）セグメントを示す図８００である。アップリンク専用制御チャネル
は、無線端末装置から基地局に専用制御レポート（ＤＣＲ）を送信するのに使用される。
垂直軸８０２は、論理アップリンクトーンインデックスをプロットするのに対して、水平
軸８０４は、ビーコンスロット内のハーフスロットのアップリンクインデックスをプロッ
トする。この例では、アップリンクトーンブロックは、（０、．．．１１２）というイン
デックスが付けられた１１３の論理アップリンクトーンを含み、スーパースロット内に、
ハーフスロット内の７つの連続するＯＦＤＭシンボル伝送期間、２つのさらなるＯＦＤＭ
シンボル期間、およびその後に続く１６の連続するハーフスロットが存在し、ビーコンス
ロット内に８つの連続するスーパースロットが存在する。スーパースロット内の最初の９
つのＯＦＤＭシンボル伝送期間は、アクセス間隔であり、専用制御チャネルは、アクセス
間隔の無線リンクリソースを使用しない。
【００７４】
　例示的な専用制御チャネルは、３１の論理トーン（アップリンクトーンインデックス８
１　８０６、アップリンクトーンインデックス８２　８０８、．．．アップリンクトーン
インデックス１１１　８１０）に細分される。論理アップリンク周波数構造における各論
理アップリンクトーン（８１、．．．１１１）は、ＤＣＣＨチャネル（０、．．．３０）
に関してインデックスが付けられた論理トーンに対応する。
【００７５】
　専用制御チャネルにおける各トーンに関して、４０の列（８１２、８１４、８１６、８
１８、８２０、８２２、．．．８２４）に対応するビーコンスロットの中の４０のセグメ
ントが存在する。このセグメント構造は、ビーコンスロットごとに繰り返される。専用制
御チャネルにおける所与のトーンに関して、ビーコンスロット８２８に対応する４０のセ
グメントが存在し、ビーコンスロットの８つのスーパースロットのそれぞれは、所与のト
ーンに関して５つの連続するセグメントを含む。例えば、ＤＣＣＨのトーン０に対応する
ビーコンスロット８２８の第１のスーパースロット８２６に関して、インデックスの付け
られた５つのセグメント（セグメント［０］［０］、セグメント［０］［１］、セグメン
ト［０］［２］、セグメント［０］［３］、セグメント［０］［４］）が存在する。同様
に、ＤＣＣＨのトーン１に対応する、ビーコンスロット８２８の第１のスーパースロット
８２６に関して、インデックスの付けられた５つのセグメント（セグメント［１］［０］
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、セグメント［１］［１］、セグメント［１］［２］、セグメント［１］［３］、セグメ
ント［１］［４］）が存在する。同様に、ＤＣＣＨのトーン３０に対応する、ビーコンス
ロット８２８の第１のスーパースロット８２６に関して、インデックスの付けられた５つ
のセグメント（セグメント［３０］［０］、セグメント［３０］［１］、セグメント［３
０］［２］、セグメント［３０］［３］、セグメント［３０］［４］）が存在する。
【００７６】
　この例では、各セグメント、例えば、セグメント［０］［０］は、例えば、２１のＯＦ
ＤＭトーン－シンボルの割り当てられたアップリンク無線リンクリソースを表す、３つの
連続するハーフスロットに関する１つのトーンを含む。一部の実施形態では、論理アップ
リンクトーンは、アップリンクトーンホッピングシーケンスに従って物理トーンにホッピ
ングさせられて、論理トーンに関連する物理トーンは、連続するハーフスロットに関して
異なる可能性があるが、所与のハーフスロットの間、不変のままであるようにされる。
【００７７】
　専用制御チャネルの各論理トーンは、基地局によって、その基地局を現在の接続ポイン
トとして使用する異なる無線端末装置に割り当てられることが可能である。例えば、論理
トーン（５０６、５０８、．．．５１０）が、（ＷＴ　Ａ　８３０、ＷＴ　Ｂ　８３２、
．．．ＷＴ　Ｎ　８３４）にそれぞれ、現在、割り当てられていることが可能である。
【００７８】
　各アップリンクＤＣＣＨセグメントは、専用制御チャネルレポート（ＤＣＲ）のセット
を伝送するのに使用される。例示的なＤＣＲのリストが、図９のテーブル９００の中で与
えられる。テーブル９００の第１の列９０２は、それぞれの例示的なレポートに関して使
用される省略された名前を説明する。各レポートの名前は、ＤＣＲのビットの数を指定す
る数で終わる。テーブル９００の第２の列９０４は、それぞれの名付けられたレポートを
簡単に説明する。
【００７９】
　図１０は、例えば、或る無線端末装置に対応する、所与のＤＣＣＨトーンに関する例示
的なビーコンスロットの中の例示的な報告フォーマット情報を示す図１０９９である。図
１０では、各ブロック（１０００、１００１、１００２、１００３、１００４、１００５
、１００６、１００７、１００８、１００９、１０１０、１０１１、１０１２、１０１３
、１０１４、１０１５、１０１６、１０１７、１０１８、１０１９、１０２０、１０２１
、１０２２、１０２３、１０２４、１０２５、１０２６、１０２７、１０２８、１０２９
、１０３０、１０３１、１０３２、１０３３、１０３４、１０３５、１０３６、１０３７
、１０３８、１０３９）は、インデックスｓ２（０、．．．３９）が、長方形の領域１０
４０の中でブロックの上に示される１つのセグメントを表す。各ブロック、例えば、セグ
メント０を表すブロック１０００は、６つの情報ビットを伝え、各ブロックは、セグメン
トの中の６ビットに対応する６つの行を含み、ただし、これらのビットは、長方形の領域
１０４３の中で示されるとおり、一番上の行から一番下の行まで下に向かって最上位のビ
ットから最下位のビットまでリストアップされる。
【００８０】
　図１１は、例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４
）の例示的なフォーマットを示すテーブル１１０２、および報告選択肢を示す列１１０４
を含む図１１００である。テーブル１１０２の列１１０６は、レポートの可能な１６の情
報ビットパターンをリストアップし、列１１０８は、これらの可能なビットパターンのそ
れぞれに対応して伝えられる、報告されるバックログ情報をリストアップする。例えば、
Ｎ［２］＝１は、要求グループ２が、バックログの中に、伝送されるべき１つのフレーム
を有することを示し、Ｎ［１］＋Ｎ［３］＝１２：１４は、要求グループ１と要求グルー
プ３の組み合わせが、バックログの中に、合計で、伝送されるべき１２、１３、または１
４のフレームを有することを示す。列１１０４は、報告選択肢Ａが、要求グループ２バッ
クログ情報を報告し、ビットパターン（００００、０００１、００１０、００１１、０１
００）に対応することを示す。また、列１１０４は、報告選択肢Ｂが、要求グループ１と
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要求グループ３の複合バックログに関して報告し、ビットパターン（０１０１、０１１０
、０１１１、１０００、１００１、１０１０、１０１１、１１００、１１０１、１１１０
、１１１１）に対応することも示す。
【００８１】
　図１２は、例示的な無線端末装置における３つの例示的な要求グループを示す図１２０
０である。列１２０２は、要求グループ１が、アップリンクトラヒックのためのキュー、
フレームカウントＮ［２］、および所定の優先レベル＝中間を有することを示す。列１２
０４は、要求グループ２が、アップリンクトラヒックのためのキュー、フレームカウント
Ｎ［２］、および所定の優先レベル＝高を有することを示す。列１２０６は、要求グルー
プ３が、アップリンクトラヒックのためのキュー、フレームカウントＮ［３］、および所
定の優先レベル＝低を有することを示す。
【００８２】
　図１３は、図２のテーブル１１００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフ
ォーマットを使用し、図１２００の要求グループを含む例示的な無線端末装置、例えば、
無線端末装置２００の方法の実施例を示す図１３００である。ブロック１３０２は、中間
優先レベルを有する要求グループ１が、５というフレームカウントを有することを示し、
ブロック１３０４は、高優先レベルを有する要求グループ２が、０というフレームカウン
トを有することを示し、ブロック１３０６は、低優先レベルを有する要求グループ３が、
７というフレームカウントを有することを示す。ブロック１３０８は、無線端末装置が、
優先度に応じて要求グループ１を選択することを示し、例えば、無線端末装置は、要求グ
ループ１が、０でないバックログを有する最高の優先レベルを有する要求グループである
ため、要求グループ１を選択する。ブロック１３１０は、無線端末装置が、報告選択肢Ｂ
が要求グループ１に関するバックログ情報を報告するため、報告選択肢Ｂを選択すること
を示す。ブロック１３１２は、無線端末装置が、情報ビットパターン＝１０１１、すなわ
ち、ビット１０１１にマップされる範囲１２：１４であるＮ［１］＋Ｎ［３］＝１２を有
するアップリンク要求レポートを生成することを示す。次に、ブロック１３１４は、無線
端末装置が、この生成されたアップリンク要求レポートを、専用制御セグメントの信号の
一部として伝送することを示す。
【００８３】
　図１４は、図２のテーブル１１００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポートフ
ォーマットを使用し、図１２００の要求グループを含む例示的な無線端末装置、例えば、
無線端末装置２００の方法の実施例を示す図１４００である。ブロック１４０２は、中間
優先レベルを有する要求グループ１が、５というフレームカウントを有することを示し、
ブロック１４０４は、高優先レベルを有する要求グループ２が、３というフレームカウン
トを有することを示し、ブロック１４０６は、低優先レベルを有する要求グループ３が、
８というフレームカウントを有することを示す。ブロック１４０８は、無線端末装置が、
優先度に応じて要求グループ２を選択することを示し、例えば、無線端末装置は、要求グ
ループ２が、０でないバックログを有する最高の優先レベルを有する要求グループである
ため、要求グループ２を選択する。ブロック１４１０は、無線端末装置が、報告選択肢Ａ
が要求グループ２に関するバックログ情報を報告するので、報告選択肢Ａを選択すること
を示す。ブロック１４１２は、無線端末装置が、情報ビットパターン＝００１０、すなわ
ち、ビット００１０にマップされる範囲２：３であるＮ［２］＝３を有するアップリンク
要求レポートを生成することを示す。次に、ブロック１４１４は、無線端末装置が、この
生成されたアップリンク要求レポートを、専用制御セグメントの信号の一部として伝送す
ることを示す。
【００８４】
　図１５は、例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４
）の例示的なフォーマットを示すテーブル１５０２、および報告選択肢を示す列１５０４
を含む図１５００である。テーブル１５０２の列１５０６は、レポートに関する可能な１
６の情報ビットパターンをリストアップし、列１５０８は、これらの可能なビットパター
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ンのそれぞれに対応して伝えられる、報告されるバックログ情報をリストアップする。例
えば、Ｎ［１］＝１は、要求グループ１が、バックログの中に、伝送されるべき１つのフ
レームを有することを示し、Ｎ［２］＝４：５は、要求グループ２が、バックログの中に
、合計で、伝送されるべき４つ、または５つのフレームを有することを示す。列１５０４
は、報告選択肢Ａが、要求グループ１バックログ情報を報告し、ビットパターン（０００
０、０００１、００１０、００１１、０１００）に対応することを示す。また、列１５０
４は、報告選択肢Ｂが、要求グループ２バックログに関して報告し、ビットパターン（０
１０１、０１１０、０１１１、１０００、１００１、１０１０、１０１１、１１００、１
１０１、１１１０、１１１１）に対応することも示す。
【００８５】
　図１６は、例示的な無線端末装置における２つの例示的な要求グループを示す図１６０
０である。列１６０２は、要求グループ１が、アップリンク音声トラヒックに関するキュ
ー、フレームカウントＮ［１］、パケットが破棄されるまでの最大保持時間、伝送期限情
報、および計算された現在の優先度を示す。列１６０４は、要求グループ２が、アップリ
ンクの他の時間に依存するトラヒック、例えば、ゲームトラヒックのためのキュー、フレ
ームカウントＮ［２］、パケットが破棄されるまでの最大保持時間、伝送期限情報、およ
び計算された現在の優先度を示す。
【００８６】
　図１７は、図１５のテーブル１５００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポート
フォーマットを使用し、図１６００の要求グループを含む例示的な無線端末装置、例えば
、無線端末装置４００の方法の実施例を示す図１７００である。ブロック１７０２は、音
声トラヒックのために使用される要求グループ１が、３というフレームカウント、２０ミ
リ秒の最大パケット保持時間、およびパケットが、伝送されない場合、ドロップされるこ
とになるまでの９ミリ秒という現在の伝送期限を有することを示し、ブロック１７０４は
、ゲームトラヒックなどの、他の時間に依存するトラヒックのために使用される要求グル
ープ２が、２６というフレームカウント、２００ミリ秒の最大パケット保持時間、および
パケットが、伝送されない場合、ドロップされることになるまでの２ミリ秒という現在の
伝送期限を有することを示す。伝送期限は、無線端末装置によって計算されており、無線
端末装置は、この情報に応じて、現在の優先レベルを計算する。この例では、無線端末装
置は、情報１７０２によって示されるとおり、要求グループ１に関して、現在の優先レベ
ル＝２（低優先度）を計算しており、情報１７０４によって示されるとおり、要求グルー
プ２に関して、現在の優先レベル＝１（高）を計算しており、例えば、より小さい伝送期
限値を有する要求グループを、より高い優先度を有するように選択する。ブロック１７０
６は、無線端末装置が、現在の優先度に応じて要求グループ２を選択すること、例えば、
無線端末装置が、計算された最高の優先度を有する要求グループを選択することを示す。
ブロック１７０８は、無線端末装置が、報告選択肢Ｂが要求グループ２に関するバックロ
グ情報を報告するので、報告選択肢Ｂを選択することを示す。ブロック１７１０は、無線
端末装置が、情報ビットパターン＝１１１０、すなわち、ビットパターン１１１０にマッ
プされる範囲２３：２７であるＮ［２］＝２６を有するアップリンク要求レポートを生成
することを示す。次に、ブロック１７１２は、無線端末装置が、この生成されたアップリ
ンク要求レポートを、専用制御セグメントの信号の一部として伝送することを示す。
【００８７】
　図１８は、図１５のテーブル１５００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポート
フォーマットを使用し、図１６００の要求グループを含む例示的な無線端末装置、例えば
、無線端末装置４００の方法の別の実施例を示す。ブロック１８０２は、音声トラヒック
のために使用される要求グループ１が、３というフレームカウント、２０ミリ秒の最大パ
ケット保持時間、およびパケットが、伝送されない場合、ドロップされることになるまで
の９ミリ秒という現在の伝送期限を有することを示し、ブロック１８０４は、ゲームトラ
ヒックなどの、他の時間に依存するトラヒックのために使用される要求グループ２が、１
６というフレームカウント、２００ミリ秒の最大パケット保持時間、およびパケットが、
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伝送されない場合、ドロップされることになるまでの７０ミリ秒という現在の伝送期限を
有することを示す。伝送期限は、無線端末装置によって計算されており、無線端末装置は
、この情報に応じて、現在の優先レベルを計算する。この例では、無線端末装置は、情報
１８０２によって示されるとおり、要求グループ１に関して、現在の優先レベル＝１（高
優先度）を計算しており、情報１８０４によって示されるとおり、要求グループ２に関し
て、現在の優先レベル＝２（低）を計算しており、例えば、より小さい伝送期限値を有す
る要求グループを、より高い優先度を有するように選択する。ブロック１８０６は、無線
端末装置が、現在の優先度に応じて要求グループ１を選択すること、例えば、無線端末装
置が、計算された最高の優先度を有する要求グループを選択することを示す。ブロック１
８０８は、無線端末装置が、報告選択肢Ａが要求グループ１に関するバックログ情報を報
告するので、報告選択肢Ａを選択することを示す。ブロック１８１０は、無線端末装置が
、情報ビットパターン＝００１０、すなわち、ビットパターン００１０にマップされる範
囲３：３であるＮ［１］＝３を有するアップリンク要求レポートを生成することを示す。
次に、ブロック１８１２は、無線端末装置が、この生成されたアップリンク要求レポート
を、専用制御セグメントの信号の一部として伝送することを示す。
【００８８】
　図１９は、例示的な４ビットのアップリンクトラヒック要求レポート（ＵＬＲＱＳＴ４
）の例示的なフォーマットを示すテーブル１９０２、および報告選択肢を示す列１９０４
を含む図１９００である。テーブル１９０２の列１９０６は、レポートに関する可能な１
６の情報ビットパターンをリストアップし、列１９０８は、可能なビットパターンのそれ
ぞれに対応して伝えられる、報告されるバックログ情報をリストアップする。例えば、Ｎ
［１］＝１は、要求グループ１が、バックログの中に、伝送されるべき１つのフレームを
有することを示し、Ｎ［２］＝４：５は、要求グループ２が、バックログの中に、合計で
、伝送されるべき４または５のフレームを有することを示す。Ｎ［３］＞＝２８は、要求
グループ３が、バックログの中に、通信されるべき２８以上のフレームを有することを示
す。列１９０４は、報告選択肢Ａが、要求グループ１バックログ情報を報告し、ビットパ
ターン（００００、０００１、００１０）に対応することを示す。また、列１９０４は、
報告選択肢Ｂが、要求グループ２バックログに関して報告し、ビットパターン（００１１
、０１００、０１０１、０１１０）に対応すること、および報告選択肢Ｃが、要求グルー
プ３バックログに関して報告し、ビットパターン（０１１１、１０００、１００１、１０
１０、１０１１、１１００、１１０１、１１１０、１１１１）に対応することも示す。
【００８９】
　図２０は、例示的な無線端末装置における３つの例示的な要求グループを示す図２００
０である。列２００２は、要求グループ１が、アップリンク制御トラヒックに関するキュ
ー、フレームカウントＮ［１］を有すること、およびこの要求グループが、バックログの
中にトラヒックを有する場合、最高の優先度を帯びることを示す。列２００４は、要求グ
ループ２が、アップリンク音声トラヒックに関するキュー、フレームカウントＮ［２］、
パケットが破棄されるまでの最大保持時間、伝送期限情報、および計算された現在の優先
度を有することを示す。列２００６は、要求グループ３が、アップリンクの他の時間に依
存するトラヒック、例えば、ゲームトラヒックのためのキュー、フレームカウントＮ［３
］、パケットが破棄されるまでの最大保持時間、伝送期限情報、および計算された現在の
優先度を示す。
【００９０】
　図２１は、図１９のテーブル１９００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポート
フォーマットを使用し、図２０の図２０００の要求グループを含む例示的な無線端末装置
、例えば、無線端末装置４００の方法の実施例を示す図２１００である。ブロック２１０
２は、制御トラヒックのために使用される要求グループ１が、０フレームカウントのバッ
クログを有することを示し、したがって、優先度に関して考慮から除外される。ブロック
２１０４は、音声トラヒックのために使用される要求グループ２が、３というフレームカ
ウント、２０ミリ秒の最大パケット保持時間、およびパケットが、伝送されない場合、ド
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ロップされることになるまでの９ミリ秒という現在の伝送期限を有することを示し、ブロ
ック２１０６は、ゲームトラヒックなどの、他の時間に依存するトラヒックのために使用
される要求グループ３が、１８というフレームカウント、２００ミリ秒の最大パケット保
持時間、およびパケットが、伝送されない場合、ドロップされることになるまでの２ミリ
秒という現在の伝送期限を有することを示す。伝送期限は、無線端末装置によって計算さ
れており、無線端末装置は、この情報に応じて、現在の優先レベルを計算する。この例で
は、無線端末装置は、情報２１０４によって示されるとおり、要求グループ２に関して、
現在の優先レベル＝２（低優先度）を計算しており、情報２１０６によって示されるとお
り、要求グループ３に関して、現在の優先レベル＝１（高）を計算しており、例えば、よ
り小さい伝送期限値を有する要求グループを、より高い優先度を有するように選択する。
ブロック２１０８は、無線端末装置が、現在の計算された優先度に応じて要求グループ２
を選択すること、例えば、無線端末装置が、計算された最高の優先度を有する要求グルー
プを選択することを示す。ブロック２１１０は、無線端末装置が、報告選択肢Ｃが要求グ
ループ３に関するバックログ情報を報告するので、報告選択肢Ｃを選択することを示す。
ブロック２１１２は、無線端末装置が、情報ビットパターン＝１１０１、すなわち、ビッ
トパターン１１０１にマップされる範囲１４：１８であるＮ［３］＝１８を有するアップ
リンク要求レポートを生成することを示す。次に、ブロック２１１４は、無線端末装置が
、この生成されたアップリンク要求レポートを、専用制御セグメントの信号の一部として
伝送することを示す。
【００９１】
　図２２は、図１９のテーブル１９００の例示的な４ビットのアップリンク要求レポート
フォーマットを使用し、図２０の図２０００の要求グループを含む例示的な無線端末装置
、例えば、無線端末装置４００の方法の別の実施例を示す図２２００である。ブロック２
２０２は、制御トラヒックのために使用される要求グループ１が、フレームカウント１を
有し、したがって、最高の優先レベル＝１を帯びることを示す。ブロック２２０４は、音
声トラヒックのために使用される要求グループ２が、３というフレームカウント、２０ミ
リ秒の最大パケット保持時間、およびパケットが、伝送されない場合、ドロップされるこ
とになるまでの１ミリ秒という現在の伝送期限を有することを示し、ブロック２２０６は
、ゲームトラヒックなどの、他の時間に依存するトラヒックのために使用される要求グル
ープ３が、１８というフレームカウント、２００ミリ秒の最大パケット保持時間、および
パケットが、伝送されない場合、ドロップされることになるまでの３ミリ秒という現在の
伝送期限を有することを示す。伝送期限は、無線端末装置によって計算されており、無線
端末装置は、この情報に応じて、現在の優先レベルを計算する。この例では、無線端末装
置は、要求グループ１において、０でないバックログを有し、グループ１は、最高の優先
度を帯び、その他の要求グループの計算された優先度決定を無効にする。ブロック２２０
８は、無線端末装置が、特定された優先度情報に応じて要求グループ１を選択することを
示す。ブロック２２１０は、無線端末装置が、報告選択肢Ａが要求グループ１に関するバ
ックログ情報を報告するので、報告選択肢Ａを選択することを示す。ブロック２２１２は
、無線端末装置が、情報ビットパターン＝０００１、すなわち、ビットパターン０００１
にマップされるＮ［１］＝１を有するアップリンク要求レポートを生成することを示す。
次に、ブロック２２１４は、無線端末装置が、この生成されたアップリンク要求レポート
を、専用制御セグメントの信号の一部として伝送することを示す。
【００９２】
　要求グループに対応する伝送期限情報が計算される一部の実施形態では、レポートフォ
ーマットは、少なくとも報告選択肢に関して、複数の要求グループが一緒に符号化される
ようになっている。一部の実施形態では、ビットマッピング定義に対する情報の少なくと
も一部には、以前に伝送された電力レポート、および／または以前に伝送された干渉レポ
ートなどの情報に基づく制御要因が含まれる。一部の実施形態では、ビットマッピング定
義に対する情報の少なくとも一部は、以前に伝送されたレポートから全く変化を示さない
。
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　ＯＦＤＭシステムの文脈において説明されているが、様々な実施形態の方法およびシス
テムは、多くの非ＯＦＤＭシステムおよび／または非セルラーシステムを含め、多種多様
な通信システムに適用可能である。
【００９４】
　様々な実施形態において、本明細書で説明される実施形態は、１つまたは複数のモジュ
ールを使用して実施されて、１つまたは複数の方法に対応するステップ、例えば、信号処
理、報告選択肢選択、レポート生成、期限特定、スケジューリング優先度計算を実行する
。一部の実施形態では、様々なフィーチャが、モジュールを使用して実施される。そのよ
うなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの
組み合わせを使用して実施されることが可能である。前述した方法または方法ステップの
多くは、メモリ装置、例えば、ＲＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、その他などの
マシン可読媒体に含まれる、ソフトウェアなどのマシン実行可能命令を使用して実施され
て、例えば、１つまたは複数のノードにおいて、前述した方法のすべて、またはいくつか
の部分を実施するように、マシン、例えば、追加のハードウェアを有する、または有さな
い汎用コンピュータを制御することが可能である。したがって、とりわけ、様々な実施形
態は、マシン、例えば、プロセッサ、および関連するハードウェアが、前述した方法のス
テップの１つまたは複数を実行するようにさせるマシン実行可能命令を含むマシン可読媒
体を対象とする。
【００９５】
　前述した方法および装置の多数のさらなる変種が、当業者には明白となろう。そのよう
な変種は、範囲に含まれるものと考えられる。様々な実施形態の方法および装置は、ＣＤ
ＡＭタイプの通信技術、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）タイプの通信技術、および／
またはアクセスノードと移動ノードの間で無線通信リンクを提供するのに使用されること
が可能な他の様々なタイプの通信技術で使用されることが可能であり、様々な実施形態に
おいて、そのようなタイプの通信技術で使用される。一部の実施形態では、アクセスノー
ドは、ＯＦＤＭおよび／またはＣＤＭＡを使用して移動ノードとの通信リンクを確立する
基地局として実施される。様々な実施形態において、移動ノードは、様々な実施形態の方
法を実施するための受信機／送信機回路ならびに論理および／またはルーチンを含むノー
トブックコンピュータ、パーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、または他のポータブ
ルデバイスとして実施される。
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